
相続定期預金

お 申 込 対 象 者
お 預 入 金 額

0.20

スーパー定期
大口定期
6ヶ月

（税引後 0.159％）

◇個人の方（ただし相続人ご本人に限ります）
◇１口100万円以上 相続資金の範囲内（１円単位）
　 ・相続手続き完了後より1年以内に受取られた資金とさせていただきます。

2025年4月1日現在
https://www.shinkin.co.jp/hiratuka/

※裏面もご覧ください。くわしくは店頭窓口又は営業担当までお問い合わせください。



商 品 の ご 案 内

お 申 込 対 象 者

お 取 扱 商 品

お 預 入 金 額

中途解約時の取扱い

お利息の取扱い

お 預 り 媒 体

確 認 資 料

預 金 保 険

課 　 　 　 税

お 預 入 期 間

適 用 金 利

◇６ヶ月（自動継続）

◇スーパー定期単利型、大口定期

◇個人の方 （ただし相続人ご本人に限ります）

◇遺産分割協議書等により相続資金の確認をさせていただきます。

◇この商品は、預金保険制度の対象商品です。

 ・預金保険制度について、詳しくは店頭窓口までお問い合せください。

◇満期日前にご解約される場合は、当金庫所定の中途解約利率が適用になります。

◇元加式　　◇利払い式

◇お利息に一律20.315%の分離課税が適用されます。

　・法令によるマル優制度をご利用できるお客さまは、ご利用範囲に応じ

非課税のお取扱いとなります。

◇証書 ◇ 定期預金通帳　　◇総合口座通帳

◇ 期間６ヶ月：預入日のスーパー定期（6ヶ月）、大口定期（6ヶ月）の

店頭表示金利 ＋年0.20％（税引後 0.159％）

・初回満期日まで上記金利を適用いたします。

・自動継続後の適用金利は、自動継続日当日のスーパー定期、大口定期の

６ヶ月の店頭表示金利となります。

◇１口100万円以上 相続資金の範囲内（１円単位）

・相続手続き完了後より1年以内に受取られた資金とさせていただきます。

・相続手続により取得した資金であり、振込等によって新たに預入された資金に

　限ります。従来より当金庫で預入しているご預金からの振替はできません。

相続定期預金

※くわしくは店頭窓口又は、営業担当までお問い合わせください。

2025年4月1日現在


